
議員提出議案第 1号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について

上記の議案を地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 112条及び紀の川市議会会

議規則 (平成 117年紀の川市議会規則第 1号)第 14条の規定により、別紙のとおり提

出します。

平成 25年 12月 11日

紀の川市議会議長 高日 英亮 様

提出者 紀の川市議会議員

賛成者 紀の川市議会議員

み寸 巧の

ヤ才1及 た生

提案理由

市民にとって大きな負担となっている国民健康保険税を引き下げるため。


